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一

人
　
会
　
社

1こ

つ

㌧・

て

米

津

刀口

日

子

人

の

社
員
を

以
て　　　一

組
織
さ

れ
て

い
る

会
社
を

人
会
社

（
9
①
暴
づ
8
筥
冨
昌
噂
国
嘗
馨
5
鴨
m
①
一
］
m
畠
魯
響
ω
。
。
鄭
ひ
q
．
β
ヨ
器
三
げ
§
馨
）

と
い

う　
一
人
会
社
も
、
広
く
解
す
る
と
、
名
目
的
に
藁
人
形
　
（
ω
霞
暑
ヨ
導
）
を
用
い
た
場
合
の
よ
う
に
、
形
式
的
に
は
数
人
の
社
員
が
存
在
し
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ら
実
質
的
に
は
一
人
の
社
員
だ
け
が
会
社
の
実
権
を
有
す
る
場
合
や
、
会
社
の
社
員
が
一
人
と
な
つ
た
た
め
に
会
社
が
解
散
し
た
場
合
（
商
法
九
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
、

条
四
号
、
一
四
七
条
、
有
限
会
社
法
六
九
条
一
項
五
号
）
の
清
算
中
の
会
社
（
商
法
二
六
条
）
も
含
め
て
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
い
う
一
人
会
社
と

は
、
か
か
る
場
合
を
指
す
の
で
は
な
く
、
継
続
的
、
営
業
的
意
図
を
以
て
存
立
す
る
、
形
式
的
に
も
実
質
的
に
も
社
員
が
一
人
だ
け
の
会
社
を
意

味
す
る
。

　
か
か
る
一
人
会
社
の
存
立
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
と
、
個
人
企
業
の
営
業
主
が
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
営
業
外
の
私
用
財
産
を
企

　
　
　
一
人
会
社
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
三
　
　
　
（
四
八
五
）



　
　
　
蝉
人
会
社
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
四
　
　
　
（
四
八
六
）

業
の
危
険
か
ら
守
り
、
ま
た
、
一
人
で
数
種
の
営
業
を
営
む
場
合
に
も
一
つ
の
営
業
上
の
危
険
が
他
の
営
業
財
産
に
及
ば
ず
、
互
い
に
独
立
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

こ
れ
を
経
営
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
個
人
企
業
の
有
限
責
任
化
に
役
立
つ
し
、
ま
た
一
人
会
社
の
株
主
は
、
必
ず
し
も
自
然
人
に

限
ら
な
い
か
ら
、
或
る
会
社
が
他
の
会
社
の
総
株
式
を
所
有
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
親
子
会
社
の
完
全
な
支
配
関
係
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
．
古

く
は
、
殆
ん
ど
が
個
人
企
業
を
有
限
責
任
化
す
る
意
味
で
こ
の
一
人
会
社
を
利
用
し
て
い
た
が
、
最
近
で
は
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
に
お
け
る
親
子
関
係

を
作
り
出
す
意
味
で
一
人
会
社
が
多
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。

　
わ
が
現
行
法
上
は
、
合
名
会
社
も
合
資
会
社
も
有
限
会
社
も
、
　
「
社
員
が
一
人
ト
為
リ
タ
ル
コ
ト
」
を
法
定
の
解
散
事
由
と
し
て
い
る
か
ら
、

そ
れ
ら
の
会
社
に
お
い
て
、
か
か
る
意
味
の
一
人
会
社
が
存
立
す
る
余
地
の
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
．
と
こ
ろ
が
株
式
会
社
の
場
合
は
、

会
社
の
設
立
に
際
し
て
は
七
人
以
上
の
発
起
人
（
株
主
）
が
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
な
が
ら
（
商
法
一
六
五
条
、
一
六
九
条
）
、
　
こ
れ
を
会
社
の

存
続
の
要
件
と
し
て
い
な
い
た
め
、
会
社
設
立
の
際
に
七
人
以
上
存
在
し
た
社
員
が
会
社
設
立
後
に
減
少
し
て
、
そ
の
結
果
社
員
が
一
人
と
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

て
も
会
社
は
解
散
し
な
い
か
ら
（
商
法
四
〇
四
条
）
、
株
式
会
社
に
限
つ
て
一
人
会
社
の
存
立
が
許
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
か

か
る
場
合
で
も
、
現
行
法
は
、
会
社
設
立
の
当
初
か
ら
社
員
が
た
つ
た
一
人
し
か
い
な
い
い
わ
ゆ
る
一
人
会
社
を
設
立
す
る
こ
と
は
認
め
て
い
な

い
か
ら
、
一
人
会
社
が
存
立
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
通
常
の
株
式
会
社
を
設
立
し
た
上
で
、
そ
の
社
員
が
一
人
に
な
つ
た
場
合
だ
け
に
一
人
会
社

の
存
立
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
現
行
法
上
は
、
一
人
会
社
も
初
め
か
ら
一
人
会
社
と
し
て
設
立
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
株
式
会
社
と
し
て
設
立
し
、
株
式
会
社
と

い
う
外
被
（
ヨ
導
琶
）
を
被
つ
て
の
み
存
在
す
る
余
地
が
あ
る
。

　
株
式
会
社
を
設
立
す
る
に
は
、
七
人
以
上
の
発
起
人
が
必
要
で
あ
り
（
商
法
一
六
五
条
）
、
し
か
も
そ
の
各
発
起
人
は
最
低
一
株
の
株
式
を
引
ぎ

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
商
法
一
六
九
条
）
か
ら
、
株
式
会
社
の
設
立
段
階
で
は
、
少
く
と
も
最
低
七
人
の
株
主
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

そ
れ
が
や
が
て
株
主
が
一
人
と
な
つ
て
一
人
会
社
と
な
る
の
は
、
株
式
の
譲
受
、
相
続
、
強
制
取
得
、
株
式
消
却
等
に
よ
つ
て
発
行
済
株
式
の
全



部
が
一
人
の
手
に
集
中
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
法
は
、
合
名
会
社
、
合
資
会
社
は
人
的
会
社
で
あ
り
．
そ
の
社
員
の
個
人
的
信
頼
関
係
や
財
産
上
の
信
用
が
会
社
の
内
外
の
法
律
関
係
に
重
要

な
影
響
を
も
つ
会
社
と
し
て
組
織
し
、
株
式
会
社
と
比
較
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
会
社
は
、
よ
り
小
規
模
な
会
社
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い

る
。
ま
た
有
限
会
社
も
、
そ
の
社
員
の
総
数
は
五
十
人
を
超
え
得
な
い
と
し
て
い
る
（
有
限
会
社
法
八
条
）
な
ど
、
こ
れ
ま
た
法
は
有
限
会
社
が
小
規

模
な
会
社
で
あ
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
行
法
上
は
、
数
千
数
万
と
い
う
多
数
の
株
主
の

存
在
を
前
提
と
し
て
立
法
さ
れ
て
い
る
株
式
会
社
形
態
を
利
用
し
て
の
み
一
人
会
社
の
存
立
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
よ
り
も
小
規
模
な
会
社
と
法
が

予
定
し
て
い
る
株
式
会
社
以
外
の
会
社
で
は
一
人
会
社
の
存
立
を
認
め
な
い
と
い
う
の
は
、
ま
こ
と
に
大
き
な
矛
盾
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

そ
れ
故
、
も
と
も
と
多
数
の
株
主
を
前
提
と
し
て
い
る
株
式
会
社
法
を
一
人
会
社
に
適
用
す
る
に
っ
い
て
は
、
当
然
そ
の
修
正
が
考
え
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
一
人
会
社
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
何
故
認
め
る
の
か
、
ま
た
現
行
法
上
一
人
会
社
の
存
立
を
容
認
で
き
る
か
が
問
題
で
あ
る
が
、
そ

れ
と
同
時
に
一
人
会
社
を
認
め
た
場
合
、
一
人
会
社
は
商
法
上
い
か
な
る
内
容
の
会
社
で
あ
る
か
、
い
い
か
え
れ
ば
一
人
会
社
に
対
す
る
現
行
法

の
有
す
る
意
味
も
問
題
で
あ
る
．
本
稿
で
は
か
か
る
観
点
か
ら
の
考
察
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
つ
て
今
後
の
足
掛
り
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
藁
人
形
を
用
い
て
会
社
を
設
立
す
る
場
合
と
は
、
会
社
の
設
立
に
あ
た
つ
て
あ
る
一
人
の
者
が
ほ
ぽ
全
株
式
を
所
有
し
、
他
の
者
は
、
会
社
の
設
立
に
関
す
る
法
徳
的
要
件
を

　
　
充
た
す
た
め
の
、
い
わ
ゆ
る
藁
人
形
（
ω
¢
。
妻
ヨ
導
）
に
す
ぎ
な
い
場
合
で
あ
る
。

　
　
　
ド
イ
ッ
で
は
、
学
説
、
判
例
に
よ
つ
て
株
式
会
社
、
株
式
合
資
会
社
、
有
限
会
社
に
お
い
て
、
一
人
会
社
の
存
立
を
認
め
て
い
る
（
譲
一
①
ポ
＆
、
国
閃
」
．
窪
。
ψ
8
0
。
）
。
た
と
え

　
　
ば
株
式
会
社
の
設
立
に
は
、
五
名
以
上
の
発
起
人
が
必
要
で
あ
る
が
（
＞
ρ
総
）
、
株
主
員
数
が
一
定
数
以
下
に
な
つ
て
も
会
社
は
解
散
し
な
い
（
＞
9
総
露
、
た
め
、
会
社
成

　
　
立
後
一
人
の
株
主
が
会
社
の
総
株
式
を
一
手
に
譲
受
け
て
一
人
会
社
と
な
る
こ
と
が
で
ぎ
る
．
し
た
が
つ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
藁
人
形
に
よ
る
会
社
を
設
立
す
る
こ
と
は
な
い

　
　
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
英
法
上
O
琴
目
彗
8
ヨ
る
導
黛
と
い
う
と
き
は
、
こ
の
藁
人
形
に
よ
る
一
人
会
社
を
指
し
て
い
る
（
津
田
・
「
一
人
会
社
に
つ
い
て
」
法
研
二
二
巻
一
号
三

　
　
五
頁
）
．

　
（
2
）
　
合
名
会
社
も
合
資
会
社
も
有
限
会
社
も
、
設
立
当
初
に
存
在
し
た
複
数
の
社
員
が
一
人
と
な
つ
た
と
ぎ
は
会
社
が
解
散
す
る
が
（
商
法
九
四
条
四
号
、
一
四
七
条
、
有
限
会
社

　
　
法
六
九
条
一
項
五
号
）
、
会
社
は
解
散
し
て
も
そ
れ
に
よ
つ
て
会
社
が
直
ち
に
消
滅
す
る
の
で
は
な
く
、
清
算
目
的
の
範
囲
内
で
な
お
存
続
す
る
も
の
と
看
倣
さ
れ
て
い
る
（
商
法
一

　
　
一
六
条
）
か
ら
、
会
社
の
社
員
が
一
人
と
な
つ
た
た
め
会
社
が
解
散
し
た
場
合
も
、
そ
の
清
算
手
続
が
終
了
す
る
迄
は
一
人
会
社
で
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
．

　
　
　
一
人
会
社
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五
　
　
　
（
四
八
七
」



　
　
一
人
会
社
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
六
　
　
　
（
四
八
八
）

（
3
）
津
田
教
授
は
、
個
人
企
業
の
場
合
で
も
、
営
業
規
模
が
膨
脹
す
る
と
、
営
業
主
も
そ
の
営
業
全
般
に
亘
つ
て
細
か
な
指
揮
監
督
を
な
し
得
な
い
か
ら
、
営
業
主
の
責
任
を
、
そ

　
の
営
業
財
産
を
限
度
と
す
る
有
限
責
任
に
し
た
い
と
い
う
要
求
を
有
し
．
理
由
が
あ
る
と
さ
れ
る
（
コ
人
会
社
に
つ
い
て
」
法
研
二
〇
巻
三
号
一
・
二
頁
）
。

（
4
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
会
社
は
社
団
法
人
で
あ
る
と
い
う
社
団
性
の
見
地
か
ら
の
反
対
説
が
あ
る
．
そ
し
て
こ
の
説
に
よ
る
と
、
株
式
会
社
の
場
合
も
、
た
と
い
条
文
に
社
員

が
一
人
と
な
つ
た
こ
と
を
会
社
の
解
散
原
因
と
し
て
い
な
く
て
も
当
然
解
散
す
る
と
述
べ
ら
れ
る
（
例
え
ば
田
中
誠
二
「
一
人
会
社
」
商
法
の
論
点
二
二
頁
以
下
、
船
越
コ
人
会

社
に
つ
い
て
」
西
南
学
院
大
学
商
学
論
集
第
六
巻
丁
二
号
一
頁
以
下
）
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
わ
が
商
法
上
一
人
会
社
の
存
立
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
学
説
上
の
議
論
が
あ
る
が
、
通
説
は
こ
れ
を
是
認
し
て
い
る
。

　
も
つ
と
も
一
人
会
社
を
認
め
る
理
由
も
、
多
様
で
、
或
い
は
、
企
業
維
持
の
思
想
か
ら
一
人
会
社
を
認
め
る
こ
と
が
国
民
経
済
上
望
ま
し
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

そ
の
実
益
が
あ
る
こ
と
や
、
会
社
の
発
行
し
た
全
株
式
が
一
人
の
手
中
に
帰
属
す
る
場
合
も
、
更
に
そ
れ
が
譲
渡
さ
れ
て
再
び
複
数
の
株
主
が
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ず
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
や
、
会
社
が
無
記
名
株
券
の
み
を
発
行
し
た
場
合
に
は
、
い
つ
そ
の
会
社
が
一
人
会
社
に
な
つ
た
か
、
更
に
は
会
社
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

解
散
時
期
が
不
明
で
あ
る
こ
と
や
、
実
定
法
上
合
名
会
社
で
は
一
人
会
社
を
認
め
て
い
な
い
の
に
（
商
法
九
四
条
四
号
）
、
株
式
会
社
に
は
こ
れ
に

相
当
す
る
規
定
が
な
い
こ
と
（
商
法
四
〇
四
条
）
、
殊
に
昭
和
一
三
年
の
商
法
改
正
の
際
に
、
株
主
が
七
人
未
満
と
な
つ
た
場
合
に
会
社
が
解
散
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

る
旨
の
規
定
を
削
除
し
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
は
、
現
行
法
上
も
会
社
の
社
団
性
（
商
法
五
二
条
、
五
四
条
一
項
）
の
面
か
ら
株
式
会
社
の
株
主
が
一
人
に
な
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

会
社
の
本
質
を
失
う
こ
と
に
な
つ
て
当
然
に
解
散
原
因
と
な
る
と
す
る
田
中
博
士
の
反
対
説
が
あ
る
。

　
商
法
上
株
式
会
社
が
他
の
会
社
と
異
つ
て
、
一
人
会
社
の
存
立
を
認
め
る
の
か
．
或
い
は
株
式
会
社
に
お
い
て
も
ま
た
他
の
会
社
と
同
様
に
一

人
会
社
の
存
立
を
認
め
な
い
の
か
は
、
株
式
会
社
以
外
の
会
社
が
法
定
の
解
散
事
由
と
し
て
「
社
員
が
一
人
ト
ナ
リ
タ
ル
コ
ト
」
を
挙
げ
て
い
る

の
に
対
し
、
株
式
会
社
の
場
合
だ
け
は
か
か
る
規
定
が
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
。
も
つ
と
も
昭
和
二
二
年
前
の
商
法
四
〇
四
条
で
は
「
株
主
が



七
人
未
満
二
減
ジ
タ
ル
コ
ト
」
を
株
式
会
社
の
法
定
解
散
事
由
と
し
て
い
た
が
、
昭
和
二
二
年
の
商
法
改
正
に
お
い
て
こ
れ
を
削
除
し
て
い
る
の

で
．
そ
の
理
由
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
つ
た
か
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
株
式
会
社
の
場
合
に
一
人
会
社
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
手
懸
り

が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
．

　
昭
和
二
二
年
の
商
法
が
株
主
が
七
人
未
満
に
減
じ
た
る
こ
と
を
株
式
会
社
の
解
散
事
由
か
ら
は
ず
し
た
の
は
、
こ
れ
を
削
除
す
べ
き
も
の
と
し

て
い
た
昭
和
六
年
法
制
審
議
会
答
申
の
商
法
改
正
要
綱
第
一
七
〇
に
基
づ
く
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
こ
で
こ
の
点
を
改
正
要
綱
起
草
者
の
】
人
で
あ

る
松
本
博
士
の
説
明
に
求
め
れ
ば
、
当
時
商
法
四
〇
四
条
を
改
正
し
た
目
的
は
二
つ
あ
つ
て
、
そ
の
一
つ
は
、
会
社
が
無
記
名
株
券
を
発
行
し
て

い
る
と
き
は
株
主
員
数
を
確
知
し
え
な
い
か
ら
、
株
主
員
数
を
最
低
七
人
と
す
る
こ
と
を
会
社
存
続
の
要
件
と
し
な
い
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
株

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

式
会
社
の
存
続
上
、
株
主
の
員
数
に
重
き
を
置
か
な
く
て
よ
い
か
ら
、
一
人
会
社
の
存
続
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
。

　
と
こ
ろ
が
こ
の
第
一
の
点
に
関
し
て
は
、
津
田
教
授
が
つ
と
に
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
無
記
名
株
券
の
発
行
を
認
め
た
こ
と
と
、
株
式
会
社
の
社

員
の
最
低
員
数
を
い
く
ら
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
と
は
別
で
あ
る
．
た
し
か
に
無
記
名
株
券
の
み
が
発
行
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
性
質
か
ら

そ
の
会
社
の
株
主
が
現
在
何
人
存
在
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
確
知
す
る
方
法
は
な
く
、
会
社
が
知
ら
な
い
間
に
株
主
数
が
七
人
未
満
と
な
る
こ
と

も
考
え
得
る
が
、
か
り
に
株
式
会
社
に
あ
つ
て
は
常
に
一
定
数
以
上
の
株
主
の
存
在
が
望
ま
し
い
な
ら
ば
、
立
法
論
と
し
て
は
、
無
記
名
株
券
の

発
行
の
方
を
、
例
え
ば
七
人
以
上
の
記
名
株
主
を
残
す
こ
と
を
要
す
る
と
い
う
よ
う
に
抑
制
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
．
ま
し
て

わ
が
国
で
は
無
記
名
株
は
殆
ん
ど
発
行
し
て
い
な
い
し
、
ま
た
会
社
の
株
式
が
全
部
無
記
名
式
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
そ
の
株
主
員
数
を
知
り
得

な
い
の
は
、
最
後
の
二
人
に
な
る
ま
で
に
限
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
た
め
に
一
人
会
社
の
存
立
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
は
な
い
と

　
　
　
　
　
　
（
8
）

い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
改
正
理
由
の
第
二
点
は
、
株
式
会
社
の
存
続
上
、
株
主
の
員
数
に
重
き
を
置
か
な
く
て
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
津
田
教
授
は
こ
こ
で

も
、
株
式
会
社
設
立
の
場
合
に
発
起
人
を
七
人
以
上
必
要
と
し
て
い
る
理
由
は
（
商
法
一
六
五
条
）
、
単
に
株
主
員
数
の
最
低
限
を
規
定
す
る
意
味
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だ
け
で
は
な
く
、
発
起
人
間
の
相
互
牽
制
に
よ
つ
て
、
そ
の
恣
意
を
防
ぐ
こ
と
と
、
設
立
に
関
す
る
責
任
者
を
な
る
べ
く
多
く
し
て
利
害
関
係
人

を
保
護
し
よ
う
と
い
う
主
旨
で
あ
る
と
さ
れ
、
と
も
か
く
こ
の
七
人
と
い
う
員
数
は
、
会
社
設
立
の
た
め
の
条
件
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
そ
の
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ま
会
社
存
続
の
要
件
と
す
べ
ぎ
か
否
か
は
別
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
正
に
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。

　
す
る
と
、
昭
和
二
二
年
の
商
法
改
正
に
お
い
て
、
商
法
四
〇
四
条
の
規
定
が
削
除
さ
れ
た
主
た
る
理
由
は
、
こ
の
二
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

津
田
教
授
の
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
現
実
に
、
一
人
会
社
が
多
数
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
も
こ
の
一
人
会
社
を
積
極
的
に
認
め
た
と
解
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
扮
）

こ
と
の
方
が
正
当
で
あ
り
、
一
人
会
社
が
理
論
的
に
承
認
し
え
る
か
否
か
の
問
題
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
法
が
事
実

上
存
在
し
、
ま
た
将
来
も
続
出
す
る
で
あ
ろ
う
一
人
会
社
を
予
想
し
な
が
ら
こ
れ
を
認
め
た
と
す
れ
ば
、
一
人
会
社
は
正
に
会
社
の
社
団
性
の
例

外
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。
も
つ
と
も
、
継
続
的
営
業
的
一
人
会
社
を
認
め
る
以
前
の
段
階
で
、
既
に
株
式
会
社
で
は
、
株
式
の

自
由
譲
渡
性
を
認
め
て
い
た
の
で
、
過
渡
的
形
態
と
し
て
の
一
人
会
社
は
早
く
か
ら
法
の
想
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
株
式

の
自
由
譲
渡
性
を
認
め
れ
ぱ
、
あ
る
株
式
が
一
人
の
株
主
に
集
中
す
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
し
、
こ
れ
を
認
め
て
何
ら
の
不
都
合
は
な
い

し
、
そ
の
上
、
一
人
の
手
に
集
中
さ
れ
た
株
式
が
ま
た
分
化
さ
れ
る
こ
と
を
自
明
の
前
提
と
し
て
い
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、

あ
る
株
式
が
一
人
の
株
主
に
集
中
し
た
段
階
に
お
い
て
は
一
人
会
社
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
し
、
そ
れ
が
さ
ら
に
複
数
人
の
手
に
分
化
さ
れ
る
こ

と
に
よ
つ
て
再
び
社
団
と
な
る
に
至
る
経
過
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
一
人
会
社
が
、
時
代
の
流
れ
、
経
済
の
発
展

に
伴
つ
て
、
さ
ら
に
一
人
会
社
自
体
に
意
味
が
あ
る
と
こ
ろ
の
一
人
会
社
を
生
む
に
至
つ
た
わ
け
で
、
こ
れ
は
正
に
時
代
の
流
れ
に
そ
う
異
端
児

と
い
え
る
．
こ
れ
が
、
昭
和
一
三
年
の
商
法
の
改
正
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
と
み
る
こ
と
は
、
そ
の
改
正
の
主
旨
か
ら
み
て
も
正
当
で
あ
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

　
（
1
）
　
田
中
（
耕
）
・
改
訂
会
社
法
概
論
・
下
五
五
一
頁
．
石
井
・
会
社
法
・
下
三
六
七
頁
。
松
田
・
鈴
木
・
条
解
株
式
会
社
法
・
上
一
二
頁
．
西
原
・
会
社
法
一
二
二
頁
。
鈴
木
・

　
　
会
社
法
二
二
五
頁
．
大
隅
・
新
版
会
社
法
概
説
七
一
頁
。

　
ハ
2
）
　
田
中
（
耕
）
・
前
掲
書
五
五
一
頁
。
石
井
・
前
掲
書
三
六
七
頁
。
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鈴
木
・
前
掲
書
二
二
五
頁
。

鈴
木
・
前
掲
書
二
二
五
頁
．
田
中
（
耕
）
・
前
掲
書
五
五
一
頁
。

松
本
・
商
法
改
正
要
綱
解
説
・
私
法
論
文
集
続
一
六
四
頁
。

田
中
（
誠
）
・
商
法
の
論
点
二
三
頁
以
下
．

松
本
・
前
掲
書
】
六
四
頁
。

津
田
・
前
掲
書
八
頁
、
九
頁
．

津
田
・
前
掲
書
二
頁
．

津
田
・
』
人
会
社
に
つ
い
て
」
法
研
二
二
巻
一
号
三
二
頁
、
三
三
頁
．

三

　
以
上
の
考
察
で
明
ら
か
な
如
く
、
私
は
現
行
法
の
解
釈
と
し
て
一
人
会
社
の
存
在
を
肯
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
前
述
せ
る
如
く
、
一
人
会
社

は
株
式
会
社
形
態
に
よ
つ
て
の
み
そ
の
存
立
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
も
と
も
と
多
数
の
社
員
の
存
在
を
予
定
し
て
規
定
し
て
い
る
株
式
会
社
法
の

適
用
に
あ
た
つ
て
は
多
く
の
修
正
が
考
え
ら
れ
る
が
、
一
人
会
社
を
株
式
会
社
法
の
規
定
と
の
関
係
で
検
討
す
る
こ
と
は
、
単
に
一
人
会
社
の
内

容
を
理
解
し
得
る
だ
け
で
な
く
、
今
後
の
一
人
会
社
に
対
す
る
立
法
に
も
役
立
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
か
か
る
意
味
で
、
以
下
に
、
取
締
役
が
株
主

を
兼
ね
た
場
合
の
株
主
総
会
招
集
手
続
の
問
題
と
取
締
役
会
社
間
の
自
己
取
引
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
商
法
は
、
株
主
総
会
を
招
集
す
る
方
法
と
し
て
厳
格
な
手
続
を
設
け
て
お
り
、
そ
の
招
集
手
続
に
違
背
の
あ
つ
た
と
ぎ
は
、
決
議
取
消
の
訴

（
商
法
二
四
七
条
）
を
提
起
し
え
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
そ
こ
で
一
人
会
社
の
場
合
に
も
、
株
主
総
会
招
集
に
つ
い
て
、
そ
の
招
集
手
続
は
必
要
で

あ
り
、
こ
れ
な
き
場
合
に
は
株
主
総
会
の
招
集
手
続
の
堰
疵
と
し
て
、
決
議
取
消
の
訴
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
が
問
題
と
な
る
。

　
株
主
総
会
の
招
集
手
続
の
暇
疵
に
も
種
々
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
．
例
え
ば
適
法
な
株
主
総
会
招
集
権
者
に
よ
つ
て
招
集
が
な
さ
れ
な
い
の
に
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株
主
が
集
つ
た
場
合
に
ヒ
れ
が
株
主
総
会
に
な
る
か
．
ま
た
代
表
取
締
役
が
、
商
法
二
三
二
条
に
違
反
し
イ
、
株
主
総
会
の
会
日
よ
り
二
週
間
前

に
招
集
通
知
を
発
し
な
か
つ
た
場
合
に
、
株
主
の
側
か
ら
決
議
取
消
の
請
求
の
訴
が
出
来
る
か
。
或
い
は
代
表
取
締
役
が
書
面
に
よ
ら
ず
に
、
口

頭
を
も
つ
て
招
集
を
な
し
た
場
合
、
株
主
か
ら
決
議
取
消
の
訴
を
請
求
で
き
る
か
な
ど
で
あ
る
。

　
適
法
な
株
主
総
会
招
集
権
者
に
よ
つ
て
招
集
が
な
さ
れ
な
か
つ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
社
員
が
存
在
す
る
場
合
で
も
、
株
主
総
会
の
招
集

権
者
に
よ
る
招
集
手
続
が
行
な
わ
れ
ず
に
株
主
全
員
が
集
合
し
て
、
株
主
総
会
の
決
議
を
な
し
た
場
合
に
、
そ
れ
が
株
主
総
会
決
議
と
し
て
の
効

力
を
有
す
る
か
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
全
員
出
席
総
会
（
霞
ぎ
舞
一
く
器
碧
ヨ
ヨ
琶
㎎
）
の
間
題
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
全
員
出
席
総

会
に
つ
い
て
は
、
適
法
な
招
集
権
者
に
よ
る
招
集
が
な
い
こ
と
か
ら
、
た
と
え
株
主
全
員
が
出
席
し
て
も
、
そ
れ
は
単
な
る
株
主
の
会
合
で
あ
つ
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て
、
そ
こ
で
の
決
議
は
、
総
会
決
議
と
し
て
は
当
然
に
無
効
で
あ
る
と
し
て
い
る
考
え
方
と
、
株
主
総
会
の
招
集
に
関
す
る
規
定
は
、
も
つ
ば
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

株
主
の
利
益
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
一
人
株
主
が
認
め
れ
ば
、
厳
格
な
招
集
手
続
も
必
要
な
い
と
す
る
考
え
方
が
存

在
す
る
。

　
複
数
の
社
員
の
存
在
す
る
会
社
の
株
主
総
会
と
は
異
な
つ
て
、
一
人
会
社
の
場
合
は
、
そ
の
株
主
が
出
席
す
れ
ぱ
、
そ
れ
で
株
主
全
員
が
出
席

し
た
こ
と
に
な
る
点
が
異
な
る
が
、
理
論
と
し
て
は
、
全
員
出
席
総
会
と
な
ん
ら
異
な
ら
な
い
。

　
こ
の
点
は
、
何
が
株
主
総
会
で
あ
る
か
と
い
う
考
え
方
が
問
題
で
あ
る
が
．
企
業
の
所
有
と
経
営
が
分
離
さ
れ
て
い
る
以
上
は
、
株
主
総
会

は
、
そ
の
招
集
権
者
に
よ
つ
て
株
主
総
会
の
招
集
が
決
定
さ
れ
、
適
法
な
招
集
権
者
が
招
集
し
て
、
初
め
て
株
主
総
会
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
株
式
会
社
に
お
い
て
株
主
総
会
招
集
の
権
限
は
取
締
役
会
に
属
す
る
か
ら
（
商
法
二
六
〇
条
）
、
そ
の
招
集
は
取
締
役
会
が
決
定
す
る
（
商
法
…
二

一
条
）
。
従
つ
て
取
締
役
会
の
決
定
に
よ
ら
ず
に
総
会
を
招
集
し
た
場
合
、
そ
の
招
集
を
な
し
た
者
が
代
表
取
締
役
以
外
の
取
締
役
な
る
と
き
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

そ
の
総
会
は
招
集
権
限
な
き
者
の
招
集
し
た
総
会
で
あ
り
、
法
律
上
不
存
在
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
取
締
役
会
の
決
議
な
し
に
代
表



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

取
締
役
が
総
会
を
招
集
し
た
場
合
は
、
学
説
が
分
か
れ
、
決
議
不
存
在
と
す
る
見
解
、
決
議
取
消
の
原
因
に
な
る
見
解
、
及
び
有
効
説
の
三
つ
が

あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
決
議
取
消
原
因
に
な
る
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
思
う
。
何
と
な
れ
ば
株
主
総
会
の
招
集
は
、
取
締
役
会
の
決
議
に
よ

つ
て
な
す
の
で
、
取
締
役
会
が
そ
の
日
時
、
場
所
・
議
題
な
ど
の
大
綱
を
定
め
、
こ
の
取
締
役
会
の
決
定
に
従
つ
て
、
具
体
的
な
株
主
総
会
の
招

集
手
続
を
代
表
取
締
役
が
行
う
と
解
す
べ
き
で
あ
る
．
も
つ
と
も
こ
の
点
は
基
本
的
に
は
、
取
締
役
会
、
代
表
取
締
役
の
権
限
を
い
か
に
考
え
る

か
の
問
題
で
あ
る
が
、
代
表
取
締
役
は
こ
の
よ
う
な
取
締
役
会
の
決
議
に
基
づ
い
て
初
め
て
そ
の
権
限
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
、
代
表
取
締
役

が
自
ら
は
総
会
招
集
の
権
限
は
有
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
代
表
取
締
役
は
、
取
締
役
会
の
決
定
に
従
え
ば
招
集
を
行
う
権
限
を
有
し
て
い
る
か
ら
、

他
の
取
締
役
が
取
締
役
会
の
決
議
に
も
と
づ
か
ず
に
招
集
し
た
場
合
と
こ
れ
と
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
（
民
法
一
二
二
条
で
は
な

く
、
民
法
一
一
〇
条
の
類
推
）
。
従
つ
て
、
取
締
役
会
の
決
議
に
も
と
づ
か
ず
に
代
表
取
締
役
が
総
会
を
招
集
し
た
場
合
、
こ
れ
に
よ
る
総
会
決
議

を
法
律
上
不
存
在
と
解
す
る
こ
と
は
不
適
当
で
あ
り
、
株
主
総
会
招
集
の
手
続
が
法
令
に
違
反
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
決
議
は
取
消
の
訴
に
服

す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
妥
当
と
考
え
る
．

　
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
原
則
と
し
て
は
、
一
人
会
社
の
場
合
も
招
集
権
者
に
よ
る
招
集
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、

し
か
し
そ
の
株
主
自
身
が
同
時
に
取
締
役
会
の
決
議
に
基
づ
い
て
招
集
手
続
を
な
す
べ
き
代
表
取
締
役
ま
た
は
取
締
役
を
兼
ね
て
い
る
場
合
に

は
、
自
分
自
身
に
招
集
手
続
を
な
す
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
の
招
集
通
知
に
よ
る
手
続
は
不
要
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、

か
か
る
場
合
は
、
招
集
手
続
に
よ
る
出
席
の
機
会
を
得
る
目
的
も
招
集
通
知
に
よ
る
株
主
総
会
に
出
席
す
る
た
め
の
準
備
の
機
会
も
出
席
と
い
う

こ
と
に
よ
つ
て
充
さ
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
．

（
1
）
岡
野
・
会
社
法
三
七
五
頁
．
片
山
・
株
式
会
社
法
論
六
〇
一
頁
．
松
本
・
日
本
会
社
法
二
五
二
頁
．
田
中
（
耕
）
・
会
社
法
概
論
四
六
四
頁
．
水
口

叢
一
一
巻
七
号
八
○
頁
．
大
審
院
・
昭
和
七
・
二
二
二
民
集
二
巻
三
号
二
〇
七
頁
．
大
阪
地
判
・
大
正
八
・
三
・
一
九
新
聞
一
五
七
〇
号
一
五
頁
。

　
一
一
・
一
八
新
聞
二
五
二
〇
号
一
〇
頁
．

（
2
）
　
竹
田
・
株
主
総
会
の
招
集
・
民
商
法
雑
誌
四
巻
一
四
頁
．
大
隅
・
会
社
の
機
関
と
し
て
の
社
員
．
会
社
法
の
諸
問
題
一
五
七
頁
。
鈴
木
・
会
社
法
一

　
　
一
人
会
社
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
｝

・
商
法
判
例
研
究
法
律
論

東
京
地
判
・
大
正
一
四
・

一
二
頁
．
石
井
・
商
法
1

　
（
四
九
三
）



　
　
一
人
会
社
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
二
　
　
　
（
四
九
四
ノ

ニ
七
七
頁
．
石
井
・
株
主
総
会
決
議
の
暇
疵
・
株
式
会
社
法
溝
座
三
巻
九
四
三
頁
．
西
原
・
株
主
総
会
の
運
営
・
株
式
会
社
講
座
三
巻
八
七
三
頁
．
大
隅
・
今
井
・
株
主
総
会
・
綜

合
判
例
研
究
叢
書
・
商
法
五
・
一
一
頁
。
立
法
例
と
し
て
は
ド
イ
ッ
株
式
法
一
九
五
条
お
よ
び
ス
イ
ス
債
務
法
七
〇
一
条
．
東
京
地
判
・
昭
和
一
三
・
一
二
・
二
ニ
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

二
八
号
七
七
頁
。
竹
本
・
判
例
批
評
－
法
学
新
報
四
二
巻
九
号
一
〇
〇
頁
以
下
。

　
反
対
説
と
し
て
、
田
中
（
耕
）
・
会
社
法
概
論
三
四
九
頁
。
松
田
・
会
社
法
概
論
一
七
二
頁
．
大
審
院
・
昭
和
七
・
二
二
二
判
・
民
集
二
巻
二
〇
七
頁
．

（
3
）
　
大
隅
・
大
森
・
逐
条
改
正
会
社
法
解
説
一
九
九
頁
、
松
田
・
会
社
法
概
論
一
八
七
頁
、
西
原
・
大
隅
・
鈴
木
・
大
森
・
株
主
総
会
二
二
頁
、
東
京
地
裁
・
昭
和
二
九
年
一
二
月

二
七
日
判
・
大
阪
株
式
事
務
懇
談
会
編
・
最
新
株
式
会
社
判
例
総
覧
二
二
五
・
代
表
取
締
役
の
招
集
に
よ
ら
な
い
で
開
か
れ
た
総
会
の
決
議
三
五
七
頁
、
東
京
地
裁
・
昭
和
三
三
・

五
・
九
経
済
法
律
時
報
一
九
巻
四
二
頁
．

（
4
）
総
会
招
集
権
限
は
取
締
役
会
に
属
し
、
か
つ
そ
の
権
限
の
行
使
は
必
ず
取
締
役
会
の
決
定
に
よ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
以
上
、
こ
れ
は
招
集
権
者
の
招
集
に
よ
ら
な
い
総

会
で
あ
り
、
法
律
上
の
意
義
に
お
け
る
総
会
と
し
て
は
成
立
し
え
な
い
と
す
る
説
．
ジ
ュ
リ
ス
ト
選
書
・
株
主
総
会
・
二
二
頁
参
照
．

（
5
）
代
表
取
締
役
は
み
ず
か
ら
総
会
招
集
を
決
定
す
る
権
限
は
有
し
な
い
に
し
て
も
、
取
締
役
会
の
決
定
に
従
つ
て
招
集
を
行
う
権
限
は
有
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
招
集
が
取
締

役
会
の
決
議
に
よ
つ
た
か
否
か
は
外
部
か
ら
は
知
り
得
な
い
か
ら
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
し
て
い
る
。
鈴
木
・
石
井
・
改
正
株
式
会
社
法
解
説
一
一
七
頁
、
大
隅
・
大
森
逐
条
改
正

会
社
法
解
説
一
九
九
頁
、
田
中
誠
・
会
社
法
二
一
九
頁
、
西
原
・
株
主
総
会
の
運
営
・
株
式
会
社
法
講
座
三
巻
八
四
四
頁
、
東
京
地
裁
昭
和
二
九
年
二
月
一
九
日
判
・
下
級
民
集
五

巻
二
号
一
九
三
頁
．
同
東
基
局
等
・
昭
和
三
〇
年
七
月
一
九
日
判
・
下
級
民
集
六
巻
七
号
一
四
八
八
頁
、
石
井
・
株
主
総
会
の
研
究
一
八
四
・
一
八
五
頁
は
、
一
般
的
に
は
全
然
招

集
が
な
い
と
き
、
或
は
全
く
招
集
形
式
を
欠
く
よ
う
な
と
き
は
総
会
は
存
在
せ
ず
、
他
は
総
会
は
存
在
す
る
と
い
う
立
場
を
と
ら
れ
る
．

（
6
）
　
取
締
役
会
の
決
議
は
会
社
内
部
の
意
思
決
定
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
の
存
否
は
総
会
の
決
議
に
は
影
響
が
な
い
と
す
る
説
で
、
松
田
・
会
社
法
概
論
一
七
三
頁
・
一
八
O
頁
、

松
田
・
鈴
木
忠
・
株
式
会
社
法
条
解
九
二
三
頁
、
東
京
地
裁
昭
和
二
九
年
七
月
二
日
判
・
下
級
民
集
五
巻
一
〇
〇
九
頁
、
東
京
地
裁
昭
和
三
〇
年
六
月
ニ
ニ
日
判
・
下
級
民
集
六
巻

六
号
一
一
〇
五
頁
．

四

　
次
に
取
締
役
と
会
社
と
が
取
引
を
な
す
に
は
、
商
法
第
二
六
五
条
の
取
締
役
会
の
承
認
を
要
す
る
が
、
一
人
会
社
の
株
主
が
取
締
役
を
兼
ね
て

い
る
場
合
に
、
そ
の
取
締
役
と
会
社
と
が
取
引
を
な
す
場
合
も
、
取
締
役
会
の
承
認
を
要
す
る
か
が
問
題
と
な
る
．

　
そ
も
そ
も
商
法
二
六
五
条
は
、
取
締
役
と
会
社
と
が
取
引
を
な
す
と
、
会
社
の
た
め
に
忠
実
に
そ
の
任
務
を
尽
す
べ
き
取
締
役
と
し
て
の
義
務

と
、
取
締
役
の
個
人
的
利
益
と
の
間
に
利
害
の
衝
突
を
生
ず
る
の
で
、
か
か
る
場
合
に
会
社
の
利
益
を
守
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
規
定
で
あ
る
。



そ
れ
故
本
条
は
、
取
締
役
が
会
社
と
取
引
を
な
す
に
際
し
て
、
そ
の
取
締
役
が
自
ら
会
社
を
代
表
す
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
会
社
は
他
の
取
締
役

が
代
表
す
る
と
き
も
適
用
さ
れ
、
本
条
に
よ
つ
て
取
締
役
会
の
承
認
を
要
す
る
行
為
は
単
に
商
法
二
六
五
条
が
例
示
す
る
取
締
役
が
「
会
社
の
製

品
其
ノ
他
ノ
財
産
ヲ
譲
受
ケ
会
社
二
対
シ
自
己
ノ
製
品
其
ノ
他
ノ
財
産
ヲ
譲
渡
シ
会
社
ヨ
リ
金
銭
ノ
貸
付
ヲ
受
ケ
」
る
行
為
に
限
定
さ
れ
ず
、
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

締
役
と
会
社
と
利
害
が
相
反
す
る
一
切
の
取
引
と
解
さ
れ
る
．

　
商
法
二
六
五
条
を
こ
の
よ
う
に
解
す
る
限
り
、
あ
る
取
引
が
、
形
式
的
に
は
取
締
役
・
会
社
間
の
取
引
で
あ
つ
て
も
、
取
締
役
と
会
社
間
に
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
（
4
）

害
相
反
の
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
商
法
二
六
五
条
に
い
う
取
締
役
会
の
承
認
を
要
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
か
ら
債
務
の
履
行
や
相
殺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
よ
う
に
取
締
役
・
会
社
間
に
新
た
な
利
害
関
係
を
創
設
し
な
い
行
為
や
、
取
締
役
が
会
社
に
対
し
て
有
す
る
債
権
を
放
棄
し
た
り
、
定
型
行
為

（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

や
、
取
締
役
が
自
家
用
に
供
す
る
物
品
を
会
社
か
ら
譲
り
受
け
る
行
為
な
ど
は
、
形
式
的
に
は
取
締
役
と
会
社
間
の
行
為
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に

い
う
取
引
に
該
当
し
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
、
あ
る
行
為
が
、
こ
こ
に
い
う
「
取
引
」
に
該
当
す
る
か
否
か
は
、
あ
る
具
体
的

行
為
が
、
真
に
会
社
に
利
害
得
失
を
与
え
た
か
否
か
に
よ
つ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
の
行
為
を
一
般
的
客
観
的
に
み
て
、
会
社
に
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

利
益
を
与
え
る
行
為
か
否
か
と
い
う
行
為
の
客
観
的
性
質
に
よ
つ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
一
定
の
行
為
が
商
法
二
六
五
条
の
「
取
引
」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
そ
の
法
の
趣
旨
か
ら
判
断
す
る
と
す
る
と
、
取
締

役
個
人
が
負
担
す
る
債
務
を
会
社
が
保
証
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
厳
密
な
意
味
で
は
取
締
役
・
会
社
間
の
取
引
と
は
い
え
な
い
場
合
が
問
題
で
あ

（
9
）

る
が
、
私
は
こ
れ
を
含
め
て
解
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
．
そ
れ
は
、
商
法
二
六
五
条
に
お
い
て
自
己
取
引
を
禁
止
し
て
い
る
の
は
、
取
締
役
が

取
締
役
の
地
位
を
利
用
し
て
会
社
に
不
利
益
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
に
よ
り
自
己
の
利
益
を
図
る
こ
と
を
防
止
し
て
い
る
か
ら
で
、
た
と
い
そ
の
取
引

は
直
接
に
は
第
三
者
と
会
社
と
の
間
に
お
い
て
な
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
つ
て
取
締
役
が
利
益
を
得
る
場
合
で
あ
つ
て
も
本
条
が
適
用
さ
れ
て
よ
い
と

考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
会
社
が
取
締
役
の
た
め
に
な
す
保
証
契
約
は
、
取
締
役
の
依
頼
に
も
と
づ
く
か
否
か
は
別
と
し
て
も
、
こ

れ
を
こ
こ
に
含
め
て
解
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
逆
に
、
取
締
役
が
会
社
の
た
め
に
保
証
を
な
す
場
合
は
、
会
社
の
委
託

　
　
　
一
人
会
社
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
三
　
　
　
ハ
四
九
五
）



　
　
　
叫
人
会
社
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
四
　
　
　
（
四
九
六
）

に
よ
る
場
合
と
否
と
を
間
わ
ず
、
何
ら
か
の
保
証
の
対
価
を
伴
わ
な
い
限
り
、
こ
の
場
合
の
取
引
に
は
含
ま
れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
、
会
社
は
取
締
役
の
保
証
に
よ
つ
て
利
益
を
う
け
る
こ
と
は
大
き
く
、
か
つ
、
そ
の
保
証
人
の
求
償
権
の
内
容
は
法
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

そ
の
事
前
に
行
使
す
る
可
能
性
を
考
慮
に
容
れ
て
も
（
た
と
え
ば
民
法
四
六
〇
条
、
四
六
一
条
）
、
会
社
に
不
利
益
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
つ
て
、
取
締
役
が
会
社
の
た
め
に
保
証
す
る
場
合
は
多
少
の
疑
間
は
残
る
が
、
本
条
に
い
う
取
引
に
含
ま
れ
な
い
と
解
し
た
い
。

　
基
本
的
に
以
上
の
よ
う
に
商
法
二
六
五
条
を
解
釈
し
た
場
合
に
、
そ
の
取
締
役
が
同
時
に
会
社
の
一
人
株
主
で
あ
る
場
合
が
問
題
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
商
法
二
六
五
条
の
適
用
に
あ
た
つ
て
、
取
締
役
と
会
社
間
に
な
さ
れ
る
行
為
の
客
観
的
性
質
か
ら
そ
の
行
為
自
身
が
商
法
二
六
五
条
の

取
引
に
該
当
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
場
合
と
は
異
な
り
、
会
社
と
取
引
を
な
す
取
締
役
が
、
同
時
に
そ
の
会
社
の
一
人
株
主
と
い
う
場
合
で
あ

り
、
こ
の
規
定
に
よ
つ
て
保
証
さ
れ
る
べ
き
会
社
の
利
益
は
何
か
の
問
題
で
あ
る
．

　
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
会
社
と
そ
の
機
関
が
取
引
を
な
す
場
合
に
は
社
員
総
会
の
認
許
あ
る
い
は
定
款
の
一
般
的
事
前
の
認
許
が
必
要
だ
と
さ

　
　
　
　
（
10
）

れ
て
い
る
が
、
判
例
は
、
一
人
会
社
の
場
合
に
は
か
か
る
認
許
を
な
す
権
限
が
准
い
と
い
う
理
由
で
、
自
己
契
約
を
絶
対
的
に
禁
止
し
て
い
る
．
し

か
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
反
対
説
が
有
力
で
あ
つ
て
、
そ
の
支
配
的
な
意
見
は
一
人
会
社
を
正
当
な
も
の
と
認
め
る
以
上
、
国
巨
蟹
騨
暮
が

社
員
総
会
に
代
つ
て
民
法
一
八
一
条
の
要
求
す
る
認
許
を
与
え
、
又
一
般
的
認
許
を
定
款
に
挿
入
す
る
よ
う
定
款
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

　
　
　
　
（
1
1
）

主
張
し
－
て
い
る
。

　
商
法
二
六
五
条
が
取
締
役
と
会
社
間
の
取
引
に
つ
い
て
取
締
役
会
の
承
認
を
要
す
る
と
し
て
い
る
の
は
、
か
か
る
取
引
は
取
締
役
と
会
社
の
利

害
が
相
反
す
る
の
で
、
そ
の
場
合
に
会
社
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
場
合
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
会
社
の
利
益

は
、
こ
れ
を
実
質
的
に
み
れ
ば
そ
の
利
益
を
享
受
す
る
べ
き
株
主
の
利
益
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
て
み
れ
ば
、
会
社
と
取
引
を
な
す
相
手
方

た
る
取
締
役
が
、
　
一
人
会
社
の
一
人
株
主
と
い
う
と
き
は
、
形
式
的
に
は
会
社
の
人
格
と
株
主
の
人
格
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
が
、
実
質
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

に
見
れ
ば
、
会
社
の
損
益
は
、
そ
の
ま
ま
そ
の
取
締
役
（
株
主
）
個
人
の
損
益
に
帰
属
す
る
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
ま
で
も
、



取
締
役
会
の
承
認
を
要
す
る
と
す
る
こ
と
は
理
由
が
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
一
人
会
社
の
株
主
が
、

締
役
と
会
社
と
が
取
引
を
な
す
場
合
に
は
、
商
法
二
六
五
条
の
取
引
に
該
当
し
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
．

取
締
役
で
あ
つ
て
、
そ
の
取

（
1
）
　
今
日
の
通
説
で
あ
る
。

（
2
）
　
判
例
は
古
く
か
ら
こ
の
点
を
認
め
て
い
る
。
大
判
昭
和
七
・
二
一
二
四
法
学
二
巻
八
三
三
頁
、
大
判
大
正
九
・
二
・
二
〇
民
録
二
六
輯
一
八
四
頁
、
大
判
昭
和
一
二
・
六
・

　
一
七
新
聞
四
一
四
九
号
一
八
頁
、
最
判
昭
和
三
八
・
二
丁
六
民
集
一
七
巻
一
二
号
一
六
六
四
頁
な
ど
。

（
3
）
　
債
務
の
履
行
に
つ
い
て
は
、
取
締
役
が
会
社
に
対
し
て
負
担
し
て
い
る
債
務
を
履
行
す
る
場
合
は
取
締
役
会
の
承
認
を
受
け
る
べ
き
取
別
に
入
ら
な
い
が
、
会
社
が
取
締
役
に

対
し
て
債
務
を
負
担
し
て
い
る
場
合
に
債
務
を
履
行
す
る
に
は
、
取
締
役
会
の
承
認
を
要
す
る
と
す
る
説
が
あ
る
（
田
中
（
誠
）
目
並
木
・
前
掲
書
四
〇
八
頁
）
．
そ
れ
は
、
「
会
社

　
や
経
済
界
が
金
詰
り
の
状
況
に
あ
る
際
な
ど
に
は
、
会
社
が
他
の
債
権
者
へ
の
弁
済
を
さ
し
お
い
て
、
取
締
役
に
対
し
優
先
的
に
弁
済
す
る
場
合
な
ど
は
、
利
害
衝
突
の
お
そ
れ
が

な
い
と
は
い
え
な
い
か
ら
」
と
い
う
こ
と
を
そ
の
理
由
と
し
て
い
る
が
、
か
か
る
状
況
に
あ
る
と
き
に
、
会
社
が
他
の
債
権
者
に
優
先
し
て
取
締
役
に
弁
済
す
る
こ
と
は
、
他
の
債

権
者
に
と
つ
て
決
し
て
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
債
務
の
履
行
を
な
す
こ
と
自
体
は
、
こ
れ
ま
で
す
で
に
成
立
し
て
い
る
会
社
と
そ
の
取
締
役
と
の
間
の
利
害

関
係
の
決
済
を
な
す
だ
け
で
、
こ
れ
に
よ
つ
て
何
ら
新
た
な
利
害
関
係
を
つ
く
り
出
す
わ
け
で
は
な
い
か
ら
（
我
妻
・
民
法
総
則
二
七
六
頁
）
、
債
務
の
履
行
は
、
そ
れ
が
取
締
役

が
会
社
に
対
し
て
な
す
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
会
社
が
取
締
役
に
対
し
て
債
務
を
履
行
す
る
場
合
も
、
と
も
に
利
害
衝
突
の
お
そ
れ
あ
る
行
為
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
．

（
4
）
債
務
の
相
殺
も
判
例
は
、
商
法
二
六
五
条
の
取
引
か
ら
除
外
し
て
い
る
．
大
判
昭
和
五
・
二
・
二
二
新
聞
二
二
二
号
一
四
頁
．

　
　
会
社
ま
た
は
取
締
役
の
い
ず
れ
か
ら
な
す
相
殺
も
、
こ
れ
ま
で
の
利
害
関
係
の
決
済
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
も
同
様
に
利
害
衝
突
の
お
そ
れ
の
な
い
行
為
と
い
え
る
．

（
5
）
　
判
例
も
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。
大
判
昭
和
二
二
・
九
・
二
八
民
集
一
七
巻
二
〇
号
一
九
一
二
頁
、
東
京
高
判
昭
和
三
六
・
八
・
三
〇
下
民
集
一
二
巻
八
号
一
二
〇
九
頁
参
照
、

最
判
昭
和
三
八
・
一
二
・
六
民
集
一
七
巻
一
二
頁
一
六
六
五
頁
．

　
　
債
権
を
放
棄
す
る
こ
と
も
、
無
償
で
金
銭
そ
の
他
の
物
件
を
譲
渡
す
る
取
引
と
同
様
、
な
ん
ら
会
社
に
不
利
益
に
な
る
お
そ
れ
が
な
い
か
ら
、
こ
こ
に
い
う
取
引
に
入
ら
な
い
と

解
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
．

（
6
）
　
定
型
的
に
定
め
ら
れ
た
取
引
約
款
に
よ
つ
て
預
金
契
約
、
運
送
契
約
、
倉
庫
寄
託
契
約
、
保
険
契
約
を
な
す
場
合
（
大
隅
・
会
社
法
論
中
二
一
二
頁
、
田
中
（
誠
）
H
並
木
・

株
式
会
社
法
律
実
務
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
四
八
頁
）
も
、
定
型
契
約
は
、
取
締
役
と
会
社
が
そ
れ
に
よ
つ
て
新
た
な
利
害
関
係
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
が
定
型
契
約
て
あ
る
と

　
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
取
引
に
つ
い
て
、
取
締
役
個
人
の
主
観
が
入
る
余
地
は
全
然
な
い
か
ら
、
こ
の
場
合
の
取
引
に
該
当
し
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

（
7
）
　
取
締
役
が
自
家
用
に
供
す
る
た
め
、
会
社
か
ら
商
品
を
定
価
で
買
う
よ
う
な
場
合
も
本
条
の
取
引
か
ら
除
外
さ
れ
て
よ
い
と
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
は
、
取
締
役
が
自

由
に
そ
の
価
額
を
決
定
で
き
る
地
位
に
あ
る
点
が
定
型
契
約
と
は
異
な
る
が
、
本
条
に
い
う
取
締
役
・
会
社
間
の
取
引
と
い
つ
て
も
、
取
締
役
が
自
家
用
に
供
す
る
、
し
か
も
少
額

　
の
取
引
に
つ
い
て
ま
で
、
一
々
会
社
の
利
益
の
た
め
に
取
締
役
会
の
承
認
を
要
す
る
こ
と
を
本
条
が
意
図
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
．

（
豊
　
あ
る
行
為
が
、
こ
こ
に
い
う
「
取
引
」
に
該
当
す
る
か
否
か
は
、
単
に
各
個
の
具
体
的
行
為
が
会
社
に
利
害
得
失
を
与
え
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
か
ら
判
断
さ
れ
る
べ
き
で

一
人
会
社
に
つ
い
て

二
〇
五

（
四
九
七
）



一
人
会
社
に
つ
い
て

二
〇
六

（
四
九
八
）

　
は
な
く
、
そ
の
行
為
が
一
般
的
客
観
的
に
み
て
、
会
社
に
不
利
益
を
与
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
行
為
の
持
つ
性
質
か
ら
判
断
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
同
旨
、
実
方
「
取
締
役
が
会
社

　
の
た
め
に
保
証
す
る
意
味
で
会
社
か
ら
手
形
の
振
出
を
受
け
こ
れ
を
裏
書
譲
渡
す
る
行
為
と
商
法
第
二
六
五
条
」
ジ
ュ
リ
一
九
一
号
八
一
頁
、
田
中
（
誠
）
”
並
木
・
前
掲
書
四
〇

八
頁
．

（
9
）
　
こ
の
点
学
説
で
は
、
そ
の
取
引
が
直
接
取
締
役
と
会
社
間
の
取
引
で
な
く
て
も
、
一
般
的
に
み
て
取
締
役
に
利
益
で
、
会
社
に
不
利
益
に
な
る
よ
う
な
行
為
は
、
こ
れ
を
包
含

し
て
考
え
て
い
る
も
の
が
多
い
。
石
井
・
商
判
研
昭
和
二
七
年
一
七
六
頁
。
し
か
し
判
例
で
は
、
下
級
審
の
判
例
は
「
商
法
第
二
六
五
条
は
取
締
役
個
人
と
株
式
会
社
と
の
利
害
相

反
す
る
場
合
に
お
い
て
、
取
締
役
に
は
利
益
で
あ
る
が
、
株
式
会
社
に
は
不
利
益
で
あ
る
行
為
が
濫
り
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
防
止
し
た
法
意
に
外
な
ら
な
い
か
ら
、
同
条
に
所
謂
取

引
中
に
は
、
取
締
役
と
株
式
会
社
と
の
間
に
直
接
に
成
立
す
べ
き
利
益
相
反
行
為
の
み
に
限
ら
ず
、
取
締
役
個
人
の
債
務
に
つ
き
そ
の
債
権
者
に
対
し
株
式
会
社
が
連
帯
保
証
を
な

す
こ
と
を
約
諾
す
る
が
如
き
、
取
締
役
に
利
益
で
株
式
会
社
に
不
利
益
を
及
ぼ
す
も
の
と
認
む
べ
き
行
為
も
ま
た
、
こ
れ
を
包
含
す
る
も
の
と
解
せ
ざ
る
を
得
ず
」
と
し
て
い
る
（
東

京
高
判
昭
和
三
一
・
八
・
三
下
民
集
七
巻
八
号
二
〇
九
一
頁
、
同
旨
、
名
古
屋
高
判
昭
和
三
一
・
一
一
・
一
五
下
民
集
七
巻
コ
号
三
二
四
九
頁
、
大
阪
地
判
昭
和
三
三
・
八
・

　
一
八
下
民
集
九
巻
八
号
一
六
頁
、
二
五
頁
）
も
の
が
多
い
の
に
対
し
、
大
審
院
の
判
例
に
は
、
こ
れ
を
包
含
し
な
い
と
す
る
説
に
立
つ
も
の
と
、
包
含
す
る
と
す
る
説
に
立
つ
も
の

と
が
あ
る
．
殊
に
最
高
裁
判
所
は
、
昭
和
三
九
年
三
月
二
四
日
の
判
決
で
は
、
「
同
条
に
い
う
『
取
引
』
は
、
社
員
と
会
社
と
の
間
に
直
接
成
立
す
る
利
害
相
反
行
為
を
指
す
も
の

で
あ
る
こ
と
規
定
上
明
ら
か
で
あ
る
」
と
し
て
、
直
接
的
自
己
取
引
説
に
立
つ
て
い
た
が
　
（
裁
判
例
七
二
号
六
一
九
頁
）
、
最
近
に
な
つ
て
こ
の
立
場
を
変
更
し
「
同
条
に
い
わ
ゆ

る
取
引
中
に
は
、
取
締
役
と
会
社
と
の
間
に
直
接
成
立
す
べ
ぎ
利
益
相
反
の
行
為
の
み
な
ら
ず
、
取
締
役
個
人
の
債
務
に
つ
き
そ
の
取
締
役
が
会
社
を
代
表
し
て
、
債
権
者
に
対
し

債
務
引
受
を
な
す
が
如
き
、
取
締
役
個
人
に
利
益
に
し
て
、
会
社
に
不
利
益
を
及
ぽ
す
行
為
も
、
取
締
役
の
自
己
の
た
め
に
す
る
取
引
と
し
て
、
こ
れ
に
包
含
さ
れ
る
も
の
と
解
す

べ
き
で
あ
る
」
と
し
た
。
最
判
昭
和
四
三
二
二
・
二
五
商
事
法
務
四
七
三
号
七
七
頁
以
下
。

（
1
0
）
　
ω
O
中
伽
一
〇〇
一

（
1
1
）
　
船
越
コ
人
会
社
に
つ
い
て
」
西
南
学
院
大
学
商
学
論
集
六
巻
丁
二
具
、
五
頁
．

　
閃
Φ
営
①
り
U
一
Φ
O
ヨ
げ
串
『
閤
ぼ
Φ
ロ
σ
Φ
嶺
．
頃
彗
3
ロ
9
q
’
出
卑
自
H
切
山
．
ψ
参
一
、

（
1
2
）
悶
晋
ρ
帥
。
鋭
ρ
ω
●
愈
。。
h

同
旨
・
野
津
コ
人
会
社
に
つ
い
て
」
日
本
法
学
二
四
巻
二
号
一
九
頁
。
最
高
判
・
昭
和
四
五
・
八
・
二
〇
・
週
刊
金
融
二
三
一
号
六
頁
以
下
。


